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３．計画に基づき実施する事業 

 (1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 １ 在宅医療施策推進事業 
【総事業費】 

156,445 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

ア、イ、ウ 県 

エ 市町村 

事業の目標 

ア 県内における広域的な在宅医療施策を推進するため、在宅医療に係

る情報共有手段の構築、必要な研修などについて調査を実施し、必要

な事業を実施する。 

イ 在宅医療に係る課題を抽出し、在宅医療施策へ反映させる。 

ウ 研修会参加医師数。（各回 200 名×３回＝600 名） 

エ 県内の全ての市町村に在宅医療連携拠点を整備する。（33 市町村） 

事業の期間 平成 26 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

ア 県が広域自治体として実施する在宅医療の推進に係る事業。 

イ 在宅医療・介護関係者等で構成する「在宅医療推進協議会」を設置

し、在宅医療に係る課題の抽出、好事例の共有を行うとともに、在宅

医療従事者の増加を目指し、訪問診療への同行研修や座学研修を行う。 

ウ 在宅医療を担う医師やかかりつけ医等、地域の医師における看取り

と検案について、基調講演、取組事例の紹介及びパネルディスカッシ

ョンを内容とした研修会を開催する。 

エ 市町村が郡市区医師会と連携し、郡市区医師会単位で在宅医療連携

拠点を整備する事業に対し助成する。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 156,445(千円) 
基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 4,796(千円) 

基金 

国 99,810(千円) 

都道

府県 
49,890(千円) 

民 

95,014(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

95,014(千円) 
その他 6,745(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：29,550 千円、平成 27 年度：120,150 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 ２ 地域リハビリテーション連携体制構築事業 
【総事業費】 

3,515 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 
県、社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団 

事業の目標 

地域リハビリテーションに必要な人材や多職種の連携が不足しているた

め、地域リハビリテーションに係る情報提供や人材育成等により、地域

リハビリテーションの充実を図る。 

事業の期間 平成 26 年 12 月 19 日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

ア 神奈川県リハビリテーション支援センターに委託し、次の事業を行

う。 
(ｱ) リハビリテーション従事者、利用者に向けた相談対応・情報提供 

(ｲ) リハビリテーション従事者、利用者やその家族を対象とした研修 

イ 地域リハビリテーションを推進するため協議会を開催 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 3,515(千円) 
基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 0(千円) 

基金 

国 2,343(千円) 

都道

府県 
1,172(千円) 

民 

2,343(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

2,343(千円) 
その他 0(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：712 千円、平成 27 年度：2,803 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 ３ 在宅医療推進支援事業 
【総事業費】 

13,328 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 
県 

事業の目標 
質の高い訪問看護サービスの提供体制を構築するため、訪問看護のニー

ズに対応できる看護職員の確保・定着を図ることを目標とする。 

事業の期間 平成 26 年４月１日～平成 28 年３月３１日 

事業の内容 

在宅医療の進展及び高度・多様化する訪問看護のニーズに対応するため、

訪問看護に関する課題及び対策を検討するとともに、在宅医療に関わる

質の高い看護職員の育成のための研修を行う。 

ア 訪問看護推進協議会 

イ 研修 

(ｱ) 訪問看護ステーション・医療機関勤務看護師相互研修 

(ｲ) 訪問看護管理者研修 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 13,328(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 6,107(千円) 

基金 

国 8,885(千円) 

都道

府県 
4,443(千円) 

民 

2,778(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

2,778(千円) 

 

その他 0(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：6,664 千円、平成 27 年度：6,664 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 ４ 精神科医療強化事業費 
【総事業費】 

40,701 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 
一般社団法人神奈川県精神科病院協会 

事業の目標 

県内の精神科病院（63 機関）で開催される退院支援委員会（月 1回程度）

を活用し、地域援助事業者とつながる患者数― 

900 人（平成 27 年度） 

事業の期間 平成 26 年 12 月 19 日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

県内の精神科病院が加入する神奈川県精神科病院協会に対して、各病院

が開催する退院支援委員会へ地域援助事業者等を招聘する経費について

補助する。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 40,701(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 0(千円) 

基金 

国 20,350(千円) 

都道

府県 
10,176(千円) 

民 

20,350(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

0(千円) 

 

その他 10,175(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：6,417 千円、平成 27 年度：24,109 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 ５ 在宅歯科医療連携拠点運営事業 
【総事業費】 

235,312 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 
県 

事業の目標 
県及び地域歯科医師会に、在宅歯科医療中央（地域）連携室を設置し、医

科・介護との連携や相談業務を行う。（県１か所、地域 22 か所） 

事業の期間 平成 26 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

ア 在宅歯科医療中央連携室を設置し、情報提供、広報活動、講習会、研

修会、在宅患者や障害者等の搬送モデル事業、診療情報ツール・請求事

務情報ツールの開発・配布等の事業を行う。 

イ 在宅歯科医療地域連携室を設置し、情報提供、広報活動、講習会、研

修会、高度な歯科医療機器の配備・貸出等の事業を行う。 

ウ 在宅歯科医療連携室が直轄する診療所を設置し、その地域における在

宅患者に対する歯科診療を実施する。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 235,312(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 0(千円) 

基金 

国 156,874(千円) 

都道

府県 
78,438(千円) 

民 

156,874(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

0(千円) 

 

その他 0(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：51,266 千円、平成 27 年度：184,046 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 ６ 在宅歯科診療所設備整備事業 
【総事業費】 

270,624 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 
県、一般社団法人神奈川県歯科医師会 

事業の目標 

在宅歯科医療用機器等の整備を進めることにより、在宅歯科医療を実施

していない歯科医療機関の在宅歯科医療への参入の促進や、既に実施し

ている歯科医療機関の機器の充実を図る。（２か年：200 か所） 

事業の期間 平成 26 年 12 月 19 日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

ア 在宅歯科医療を実施する歯科医療機関の在宅歯科医療用機器等の整

備に係る経費に対し助成する。 

イ アで整備を行う在宅歯科医療用機器等に係る検討のため開催する委

員会の経費に対し助成する。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 270,624(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 0(千円) 

基金 

国 133,645(千円) 

都道

府県 
66,823(千円) 

民 

133,645(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

0(千円) 

 

その他 70,156(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：100,234 千円、平成 27 年度：100,234 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 ７ 在宅医療（薬剤）推進事業費補助 
【総事業費】 

14,140 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 
公益社団法人神奈川県薬剤師会、公益社団法人神奈川県病院薬剤師会等 

事業の目標 

ア 訪問薬剤管理指導を行うことができる薬局を増やすための研修や褥

瘡対策の研修を行うとともに、在宅対応が可能である薬局を周知する

事業に補助することにより、在宅医療に積極的に参画する薬局を増や

す。 

イ 医療用麻薬及び衛生材料等の規格、品目等を各地域で統一できるよ

うに具体例を作成し、各地域での協議を支援する事業に補助すること

により、医療用麻薬等の円滑な供給を図る。 

事業の期間 平成 26 年 12 月 19 日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

ア 訪問薬剤管理指導を行うことができる薬局を増やすために研修を行

うとともに、在宅対応が可能である薬局を周知する事業及び在宅にお

ける褥瘡対策の研修を実施する事業を行う団体に対し補助する。 

イ 各地域（概ね保健所管内の単位）で使用する医療用麻薬及び衛生材

料等の規格、品目等を統一できるように具体例を作成し、各地域での

協議を支援する事業を行う団体に対し補助する。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 14,140(千円) 
基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 0(千円) 

基金 

国 7,069(千円) 

都道

府県 
3,535(千円) 

民 

7,069(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

0(千円) 
その他 3,536(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：3,877 千円、平成 27 年度：6,727 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 ８ 医師等確保体制整備事業 
【総事業費】 

409,965 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

ア、イ 県 
ウ 横浜市立大学 
エ 横浜市立大学、北里大学、聖マリアンナ医科大学、東海大学 

事業の目標 

ア 医師の地域偏在解消のため、地域枠医師等のキャリア形成支援と一体的に

医師不足病院の医師確保を支援する。 
地域枠医師の配置 18 名 

イ 神奈川県内の医療機関が自ら勤務環境改善マネジメントシステムに基づき

策定する「勤務環境改善計画」の策定、実施、評価等を行うための研修会を

実施する。（年間２回程度） 
ウ 総合診療専門医の養成プログラムを作成し、総合診療専門医を養成する。 

総合診療専門医の取得を目指す後期研修医の採用 ２名程度 
エ 医師事務作業補助者の配置数 36 名以上 

事業の期間 平成 26 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

ア 県内の医師不足の状況等を把握・分析し、医師のキャリア形成支援と一体

的に医師不足病院の医師確保の支援等を行う「地域医療支援センター」の設

置に向けた検討を行い、運営を行う。 
イ 集団研修や医業分野アドバイザーを派遣することにより、医療機関が自主

的に行うマネジメントシステムに基づく、勤務環境改善への取組みを支援す

る。 
ウ 横浜市立大学に新たに設置する総合診療医学教室の体制整備及び総合診療

医育成のための指導医等の配置に係る経費について支援する。 
エ 医師の事務作業の負担軽減を図り、医師が専門性を要する業務に専念でき

る医療環境を整備するため、県内４医科大学が行う医師事務作業補助者を附

属病院に配置する事業に係る経費に対して支援する。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 409,965(千円) 
基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 71,982(千円) 

基金 

国 139,926(千円) 

都道

府県 
69,965 千円) 

民 

67,944(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

5,090(千円) 
その他 200,074(千円) 

備考（注４） 平成 26 年：23,553 千円、平成 27 年度：186,338 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 ９ 産科等医師確保対策推進事業 
【総事業費】 

848,436 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 

ア 分娩取扱施設 
イ 公益社団法人日本産科婦人科学会が指定する専攻医指導施設 
ウ 県 
エ 帝王切開術を行う分娩取扱医療機関 

事業の目標 

ア 産科医師等分娩手当の補助対施設数（年間 80 施設） 
産科医師等分娩手当の補助対象分娩件数（年間 33,000 件） 

イ 産科等後期研修医手当補助の補助対象となる施設（年間５施設） 
  産科等後期研修医手当補助の対象となる後期研修医数（年間 16 名） 
ウ 修学資金を貸付けた学生数 32 名 
エ 分娩取扱施設が減少傾向にある中、高齢出産などのハイリスク分娩が増え

ており、安全を最優先に考えた帝王切開術が増加していくことが見込まれる

ため、帝王切開術のために待機する産科医師を確保する経費の一部を支援す

ることにより、地域における安心・安全な分娩提供体制を確保する。 

事業の期間 平成 26 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

ア 現職の勤務医等の継続的就労の促進に資するため、産科医師等に分娩手当

を支給する分娩取扱施設に対して助成を行う。 
イ 産婦人科専門医の取得を目指す産婦人科専攻医を受け入れており、産婦人

科専攻医の処遇改善を目的とした研修医手当等の支給を行う医療機関に対し

て補助を行う。 
ウ 横浜市立大学における産科等医師育成課程の学生を対象とした修学資金貸

付制度（卒後９年間以上県内の医療機関の指定診療科の業務に従事した場合、

返還免除）に基づき、修学資金の貸付けを行う。 
エ 帝王切開術のために待機する産科医師を確保する経費に対して助成する。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 848,436(千円) 
基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 110,936(千円) 

基金 

国 230,102(千円) 

都道

府県 
115,053(千円) 

民 

119,166(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

89,912(千円) 
その他 503,281(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：164,953 千円、平成 27 年度：180,202 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 10 病院群輪番制運営費 
【総事業費】 

633,251 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

ア 県全域（輪番幹事市） 
イ 横浜 

事業の実施

主体 

ア 小児二次輪番病院、小児拠点病院 
イ 県 

事業の目標 

休日、夜間における小児二次救急（緊急手術や入院を必要とする小児救

急患者の医療）について、14 ブロック体制で輪番および拠点病院方式

により対応し、安定的な確保、充実を図る。 

事業の期間 平成 26 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

市町村域を超えた広域ブロック内で病院が協同で輪番方式により（拠点

病院が拠点方式により）休日・夜間の入院加療を必要とする中等症又は

重症の小児救急患者や初期救急医療施設からの小児転送患者の医療を

確保するため、小児救急医療に必要な医師、看護師等の確保に必要な経

費の助成を行う。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 633,251(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

公 140,140(千円)

基金 

国 281,769(千円) 

都道

府県 
140,886(千円) 

民 

141,629(千円) 

その他 210,596(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

141,629(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度： 180,127 千円、平成 27 年度：242,528 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 11 小児救急医療相談事業 
【総事業費】 

33,456 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全域 

事業の実施主

体 
県 

事業の目標 

小児救急患者の多くが軽症患者であることから、電話により必要な助言

を行うことで、不要不急な受診を減らし、小児救急医療体制の確保と医

療従事者の負担軽減を図る。 

事業の期間 平成 26 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

夜間等における子どもの体調や病状に関し、保護者等がすぐに医療機関

を受診させたほうがよいか判断に迷った場合に、電話により看護師等が

必要な助言や医療機関等の案内を行う。 

事業に要する

費用の額 

金

額 

総事業費 33,456(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

公 400(千円) 

基金 

国 22,304(千円) 

都道

府県 
 11,152(千円) 

民 

21,904(千円) 

その他 0(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

21,904(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：16,728 千円、平成 27 年度：16,728 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 12 看護師等養成支援事業 
【総事業費】 

1,314,715 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全域 

事業の実施主

体 
郡市医師会、民間立看護師等養成所等 

事業の目標 

・ 地域の実情に応じた看護人材の養成のあり方を検討することは、県

全域の看護師確保に向け、極めて有効な取組みであることから、地域

における看護人材の養成のあり方とともに、看護師等養成所（准看護

課程）の再編について示すことを目標とする。 

・ 地域に応じた看護師等養成所の設置に必要な新築及び増改築の整備

を促進し、また看護師等養成所における教育内容を充実させることに

より、看護師等の養成及び確保を図ることを目標とする。 

事業の期間 平成 26 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

ア 地域における看護人材の養成のあり方とともに、看護師等養成所（准

看護課程）の再編について、郡市医師会が中心となり、地元自治体及

び各関係団体等を含めて検討会を実施し、それに対して助成をする。 

イ 看護師等養成所の新築、増改築（移改築及び模様替えを含む。）に要

する工事費又は工事請負費に対して助成をする。 

ウ 看護師等養成所に対して、教員、事務職員人件費等の運営費を助成

する。 

事業に要する

費用の額 

金

額 

総事業費 1,314,715 (千円) 
基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 0(千円) 

基金 

国 754,845(千円) 

都道

府県 
377,424(千円) 

民 

754,845(千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注３） 

50,493(千円) 
その他 182,446(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：438,948 千円、平成 27 年度：693,321 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 13 院内保育所支援事業 
【総事業費】 

1,569,857 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 
院内保育所を整備・運営する病院等 

事業の目標 

子どもを持つ医師・看護職員等が子育てをしながら働き続けることので

きる環境づくりのため、病院内保育所の整備及び運営を図り、離職防止

及び再就業を促進し、看護職員等を確保することを目標とする。 

事業の期間 平成 26 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

ア 保育施設を運営する医療機関を、保育士数及び保育児童数により４

つの規模に分類し、分類ごとに規定された人数の保育士人件費相当を

補助する。そのほか、24 時間保育・病児等保育・緊急一時保育・児童

保育・休日保育に対する加算措置及び保育料収入相当額、負担能力指

数による減額措置がある。 

イ 病院内保育所として必要な新築、増改築及び改修（既存の病院内保

育所の改修は除く）に要する工事費又は工事請負費に対して助成をす

る。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 1,569,857 (千円) 
基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 0(千円) 

基金 

国 291,795 (千円) 

都道

府県 
145,900 (千円) 

民 

291,795 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注３） 

2,164(千円) 
その他 1,132,162(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：206,664 千円、平成 27 年度：231,031 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 14 在宅歯科研修費 
【総事業費】 

1,620 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全域 

事業の実施主

体 
県 

事業の目標 
研修会に参加する歯科衛生士数（平成 26 年度 30 名、平成 27 年度 60

名） 

事業の期間 平成 26 年 12 月 19 日～平成 28 年３月 18 日 

事業の内容 

在宅で療養する要介護者（気管切開患者や嚥下障害者）への歯科保健医

療を推進するため、県全域の歯科衛生士を対象に、在宅歯科治療及び口

腔ケア実施時における口腔咽頭吸引の知識及び技術を学ぶ研修を実施

する。 

事業に要する

費用の額 

金

額 

総事業費 1,620(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 0(千円) 

基金 

国 1,080(千円) 

都道

府県 
540(千円) 

民 

1,080(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

1,080(千円) 

 

その他 0(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：760 千円、 平成 27 年度：860 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 15 新人看護職員研修事業 
【総事業費】 

394,368 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 
県及び新人看護職員研修を実施する病院等 

事業の目標 
新人看護師が基本的な臨床実践能力を獲得する研修を実施することで、

看護の質の向上及び早期離職防止を図ることを目標とする。 

事業の期間 平成 26 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

ア 県内の病院等が、新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得す

るために実施する研修に対して、必要な経費を補助する。 

イ 自施設で研修を実施することが難しい県内の中小病院等を対象

に、新人看護職員の研修の機会を確保するとともに、研修担当者等

の育成のための研修を行う。 

ウ 県内の病院等における新人看護職員の研修環境の向上を目的と

して、地域単位での病院等間の連携や活性化についての方策・調整

等に関する協議会を開催する。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 394,368(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 33,884(千円) 

基

金 

国 134,489(千円) 

都道

府県 
67,245(千円) 

民 

100,605(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

6,121(千円) 
その他 192,634(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：100,867 千円、平成 27 年度：100,867 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 16 看護職員実践能力強化促進事業 
【総事業費】 

25,127 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 
県 

事業の目標 
看護を取り巻く課題や看護のニーズに対応できる高い実践能力を有する

看護職員の確保・定着を図ることを目標とする。 

事業の期間 平成 26 年 4 月 14 日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

医療の高度化・専門分化、少子高齢社会の進展、多様化する医療ニーズ

など看護を取り巻く課題への対応策を検討し、必要な施策の企画を行う

とともに、看護のニーズに対応できる看護人材を育成するための研修を

実施する。 
ア 看護職員資質向上推進委員会      

イ 資質向上推進研修事業    

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 25,127(千円) 
基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 1,331(千円) 

基金 

国 16,751(千円) 

都道

府県 
8,376(千円) 

民 

15,420(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

15,420(千円) 
その他 0(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：6,148 千円 平成 27 年度：18,979 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 17 看護実習指導者等研修事業 
【総事業費】 

46,402 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全域 

事業の実施主

体 
県 

事業の目標 

看護師養成数の増加に対応するため、専任教員、実習指導者等を養成す

るとともに、看護師の資質向上のため、水準の高い看護を実践できる認

定看護師等の育成の促進を目標とする。 

事業の期間 平成 26 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

神奈川県実践教育センターにおいて、専任教員、実習指導者等を養成す

る講座を開講するとともに、水準の高い看護を実践できる認定看護師等

の育成講座を実施する。 

事業に要する

費用の額 

金

額 

総事業費 46,402(千円) 
基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 30,934(千円) 

基金 

国 30,934(千円) 

都 道

府県 
15,468(千円) 

民 

0(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

0(千円) 
その他 0(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：19,531 千円、平成 27 年度：26,871 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者等の確保に関する事業 

事業名 18 訪問看護師養成促進事業 
【総事業費】 

5,678 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全域 

事業の実施主

体 
県 

事業の目標 

医療機関に就業している看護職員、潜在看護職員に対して、訪問看護師

として働ける仕組みを作ることで、訪問看護師の養成及び確保の推進を

図り、訪問看護サービス提供体制を構築することを目標とする。 

事業の期間 平成 26 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

潜在看護職員に対して訪問看護の導入研修等を実施する。また、現在、

医療機関等に就業しており、これから訪問看護に従事する予定の看護職

員（従事している者も含む）に対し、訪問看護の養成研修を実施する。 

事業に要する

費用の額 

金

額 

総事業費 5,678(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 0(千円) 

基金 

国 3,785(千円) 

都道

府県 
1,893(千円) 

民 

3,785(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

3,785(千円) 

 

その他 0(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：2,006 千円、平成 27 年度：3,672 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 19 潜在看護職員再就業支援事業 
【総事業費】 

23,040 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全域 

事業の実施主

体 
県 

事業の目標 
出産や育児などで離職した潜在看護職員の再就業の促進を図り、看護職

員の復職を効果的に支援し、看護職員を確保することを目標とする。 

事業の期間 平成 26 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

ア 潜在看護職員掘り起こしのための普及啓発 

新聞広告の掲載、ポスターの掲示やリーフレット（相談会・説明会

の周知を含む）の配布により、潜在看護職員の掘り起こしのための普

及啓発を行う。 

イ 出前就業相談会 

看護職に係るイベント (看護フェスティバル、健康フェスティバ

ル、一日看護体験) へ行き、相談員を配置して就業相談会を実施する。

また、ハローワークで行う就業説明会に参加し、看護職員の就業促進

を図る。 

ウ 地域共同就業説明会・相談会 

出産等で離職した看護師が再就業しやすい身近な地域の医療機

関・福祉施設への再就業を促すため、医療機関と福祉施設との合同就

業説明会・相談会や施設見学会を実施する。 

事業に要する

費用の額 

金

額 

総事業費 23,040 (千円) 
基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 0(千円) 

基金 

国 15,360 (千円) 

都道

府県 
7,680(千円) 

民 

15,360(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

15,360(千円) 
その他 0(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：11,520 千円、平成 27 年度：11,520 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 20 看護職員職場環境整備支援事業 
【総事業費】 

10,383 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 
県 

事業の目標 

就業看護職員の確保・定着を図るため、個々のライフステージに対応し

働き続けられる短時間正職員制度等の多様な勤務形態の導入を促進し、

看護職員の不足解消を目標とする。 

事業の期間 平成 26 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

多様な勤務形態の導入や運用に関する総合相談窓口を開設し、さらに問

題解決のため病院等に勤務環境づくりの支援のため、アドバイザーの派

遣や出前講座を開催する。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 10,383(千円) 
基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 0(千円) 

基金 

国 6,922(千円) 

都道

府県 
3,461(千円) 

民 

6,922(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

6,922(千円) 
その他 0(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：4,595 千円、平成 27 年度：5,788 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 21 歯科衛生士・歯科技工士人材養成確保事業 
【総事業費】 

100,000 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 
神奈川県歯科医師会、神奈川県歯科衛生士会等 

事業の目標 
歯科衛生士・歯科技工士の人材を確保するとともに、在宅歯科医療の推

進に向け、質の高い医療を提供できる人材を確保する。 

事業の期間 平成 26 年 12 月 19 日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

歯科衛生士・歯科技工士の人材確保並びに今後一層重要となる在宅歯科

医療の人材育成のため、下記の事業に対する補助を県歯科医師会等に行

う。 

ア 歯科医療従事者確保事業 

イ 歯科衛生士への在宅歯科医療教育の実施 

ウ 歯科技工士養成校の機能強化 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 100,000(千円) 
基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 0(千円) 

基金 

国 50,000(千円) 

都道

府県 
25,000(千円) 

民 

50,000(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

0(千円) 
その他 25,000(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：6,825 千円 、平成 27 年度：68,175 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 22 看護職員等修学資金貸付金 
【総事業費】 

324,967 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 
県 

事業の目標 
借受者県内就業率（数） 

（当年度実績／前年度実績） 

事業の期間 平成 26 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 
将来、県内で看護職員等として従事する意志のある看護職員等養成校在

校生を対象に貸し付ける。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 324,967 (千円) 
基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 20,427(千円) 

基金 

国 157,130(千円) 

都道

府県 
78,565(千円) 

民 

136,703 (千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

0(千円) 
その他 89,272(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度： 107,390 千円、平成 27 年度：128,305 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 23 薬剤師復職支援事業費補助 
【総事業費】 

1,200 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 
公益社団法人神奈川県薬剤師会、公益社団法人神奈川県病院薬剤師会等 

事業の目標 
薬局や病院への復職・転職を希望する薬剤師に対する研修を行う事業に

補助することにより、当該薬剤師が、円滑に再就職できるよう支援する。 

事業の期間 平成 26 年 12 月 19 日～平成 28 年３月 31 日 

事業の内容 

離職している女性薬剤師や企業や公務員を退職した調剤経験の無いある

いは少ない薬剤師を対象に、病院や薬局に復職できるよう実務研修を実

施する事業を行う団体に対し補助する。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 1,200(千円) 
基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 0(千円) 

基金 

国 600(千円) 

都道

府県 
300(千円) 

民 

600(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

0(千円) 
その他 300(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：300 千円、平成 27 年度：600 千円 

 

（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注３）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 

（注４）備考欄に、基金における年度毎の支出見込額（キャッシュベース）を記載するこ

と。 

 

 


